
　煙が出ない「加熱式たばこ」を飲食店における禁煙規制の対象とするか否かで、東京五輪・パラ

リンピックに向けた受動喫煙防止対策を巡って国と東京都の対応の相異を紙上で目にします。

　厚生労働省案は屋内禁煙規制の対象に店舗面積による一定の線引きを設けていますが、当面は

「加熱式たばこ」は「紙巻たばこ」と同様に扱う構えの様です。

一方、東京都が制定を目指している罰則付きの受動喫煙防止条例案は、従業員を雇用している飲

食店は店舗面積にかかわらず原則屋内禁煙とする方向で調整に入りましたが、「加熱式たばこ」は

規制の対象から除外の方向で検討が進められています。

都は規制に対する一般からの意見公募で、「加熱式たばこ」を規制の対象とすることに反対意見が

多数寄せられたことをも踏まえた結果のようです。

　禁煙ねット石川の理事、野村英樹先生は「加熱式たばこ」が健康へ及ぼす影響を懸念し、安易に

手を出さないよう呼び掛けました。
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